
指定通所介護　 

 

予防型通所介護又は介護保険法に基づく第1号通所事業　　　 

重要事項説明書 
 

 

            デイサービス　サンガーデン鹿児島 
 

 

 

 

 

 

当事業所はご契約者に対して指定通所介護サービスを提供します。事業所の概要や提供さ

れるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明します。 

※当サービスの利用は、原則として要介護認定の結果「要支援」「要介護」

及び「事業対象者」と認定された方が対象となります。 

１．事業者 

（１）事業者       　ひなた　スマイルコレクト株式会社 

（２）事業者所在地   鹿児島県鹿児島市若葉町1-3 

（３）電話番号       099-298-9683 

（４）代表者氏名     代表取締役　日向　力 

２．事業所の概要 

（１）事業所の種類    指定通所介護事業所　デイサービス　サンガーデン鹿児島 

令和　４年　　  1  月　　31　日　指定　 

鹿児島県　　4670113291　　号 

（２）事業所の目的    事業者は、介護保険法令の趣旨に従い、利用者がその有する能力

に応じ、可能な限り自立した日常生活を営むことができるように

支援することを目的とする。 

（３）事業所の名称    デイサービス　サンガーデン鹿児島 

（４）事業所の所在地  鹿児島県鹿児島市上荒田町２３番８号 

（５）電話番号        099-250-3593 

（６）管理者氏名      折田　秀子 

（７）当事業所の運営方針　 

事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立っ

たサービスの提供を努めるものとする。 

 

 

 

１　指定通所介護事業所の従業者は、要介護者が可能な限りその居宅において、その有す

る能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及び
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機能訓練を行うことによって、利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能、活動、参加

などの生活機能の維持又は向上、並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を

図るものとする。 

２　指定予防型通所介護及び介護保険法の基づく第1号通所事業の従業者は、要支援者が

可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常

生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能、活動、参加などの生

活機能の維持又は向上を図るものとする。 

３　事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、関係市町村、居宅介護支援事

業者、地域包括支援センター、その他の居宅サービス事業者並びにその他の保健医療

サービス及び福祉サービスを提供する者との密接な連携を図り、総合的なサービスの提

供に努めるものとする。 

（８）開設年月日      令和　４　年　　２月　　１日 

（９）利用定員           ９０人/日 

３．事業実施地域及び営業時間 

（１）通常の事業の実施地域　鹿児島市内　（ただし喜入・桜島を除く） 

（２）営業日及び営業時間 

営業日 月～土　　※年末年始12/31～1/3は休み 

受付時間 月～土　　　　8時30分 ～ 17時30分　 

サービス提供時間 月～土　　9時00分 ～ 16時10分　 

 

４．職員の配置状況 

　〈配置職員の職種〉 

管理者・・・事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う 

　　　　　　１名配置しています。 

生活相談員・・・ご利用者の日常生活上の相談に応じ、適宜生活支援を行います。 

　　　　　　　　 1名以上の生活相談員を配置しています。 

 

看護職員・・・・主にご利用者の健康管理や療養上の世話を行いますが、日常生活上の介

護、介助等も行います。　 

1名以上の看護師を配置しています。 

 

介護職員・・・・ご利用者の日常生活上の介護並びに健康保持のための相談・助言等を行

います。　 

　　　　　　利用者の人数に応じて提供時間帯を通じて1０名以上の介護職員を配置し 

ています 

 

機能訓練指導員・・ご利用者の機能訓練を担当します。 

　　　　　　　　　１名以上の機能訓練指導員配置しています 

　　　　　　　　　（理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・看護職員・柔道整復師また

はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する者） 

５．当事業所が提供するサービスと利用料金 
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　当事業所では、ご契約者に対して以下のサービスを提供します。 

当事業所が提供するサービスについて、 

（１）利用料金が介護保険から給付される場合 

（２）利用料金の全額をご契約者に負担いただく場合 

があります。 

 

（１）介護保険の給付の対象となるサービス 

　以下のサービスについては、利用料金の一部（９～７割）が介護保険から給付されま

す。　 

<サービスの概要>　　 

1​食事（居宅サービス計画において、食事の提供が予定されている方に限ります。但し、

食材料費は別途いただきます。）当事業所では、栄養士の立てる献立表により、栄養並

びにご契約者の身体の状況および嗜好を考慮した食事を提供します。 

（食事時間）12：00～13：00 

2 入浴 

ご契約者の入浴又は清拭を行います。　 

3​ 排泄 

ご契約者の排せつの介助を行います。　 

4 機能訓練 

機能訓練指導員により、ご契約者の心身等の状況に応じて、日常生活を送るのに必要な機

能の回復又はその減退を防止するための訓練を実施します。 

5 送迎サービス 

 ご契約者の希望により、ご自宅と事業所間の送迎サービスを行います。 

 

 

＜　サービス利用料金　＞ 

　下記の料金表によって、ご契約者の要介護度に応じたサービス利用料金から自己負担

額をお支払い下さい。（上記サービスの利用料金は、ご契約者の要介護度に応じて異な

ります。） 

＊介護保険からの給付サービスを利用する場合は、平成27年8月1日からは保険者が発行

する介護保険負担割合証にて利用者負担金が1割、2割または3割の負担金となります。

利用負担2割、3割負担の方は別紙にてお知らせ致します。又、介護保険の給付の範囲を

超えた利用は全額、利用者様負担となります。 

1​ 　1割負担の場合　 

【通所介護費】 

大規模型Ⅰ ５時間以上 ４時間以上 ３時間以上 
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６時間未満 ５時間未満 ４時間未満 

要介護１ ５４４円 ３７６円 ３５８円 

要介護２ ６４３円 ４３０円 ４０９円 

要介護３ ７４３円 ４８６円 ４６２円 

要介護４ ８４０円 ５４１円 ５１３円 

要介護５ ９４０円 ５９７円 ５６８円 

 

個別機能訓練加算Ⅰイ 入浴介助加算 

５６円 ４０円 

 

【　予防型通所介護又は介護保険法に基づく第1号通所事業費　】 

介護区分 予防通所介護 

要支援１ １月につき1,798円 

要支援２ １月につき3,621円 

2​ その他のサービス加算 

・口腔機能向上加算　150円（要介護2回/月　要支援1回/月） 

・介護職員処遇改善加算Ⅱ　総単位数の９％ 

・サービス提供体制加算Ⅲ　(要支援1　24円/月　要支援2　48円/月） 

　　　　　　　　　　　　 （要介護　1回につき6円) 

　　 

3​ 減算（同一建物に対する減算）　 

　　利用料金 -94円 　1日につき 

4​ 送迎を行わない減算 

　　利用者が自ら通う場合、利用者の家族等が送迎を行う場合などの減算 

　（片道につき）　　　　利用料金　-47円 

　　要支援１　8回/月まで　　　要支援２　16回/月まで 

・ご契約者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額を一度

お支払いいただきます。要支援又は要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金額

が介護保険から払い戻されます（償還払い）。 

また、居宅サービス計画が作成されていない場合も償還払いとなります。償還払いとな

る場合、ご契約者が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービ

ス提供証明書」を交付します。 

・ご契約者に提供する食事の材料に係る費用は別途いただきます。（下記（２）①参

照） 

 ・介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご契約　 　者
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の負担額を変更します。 

 

（２）介護保険の給付対象とならないサービス 

　以下のサービスは、利用料金の全額がご契約者の負担となります。 

<サービスの概要と利用料金>　 

1​ 食事の材料の提供（食材料費） 

ご契約者に提供する食事の材料にかかる費用です。 

料金：1回あたり５９９円（税込）　 

2​ レクリエーション、外出行事等　教育・娯楽費​  

ご契約者の希望によりレクリエーションや外出行事等に参加していただくことができま

す。 

利用料金：材料代等の実費をいただきます。 

3​ 日常生活上必要となる諸費用実費 

日常生活品の購入代金等ご契約者の日常生活に要する費用でご契約者に負担いただくこ

とが適当であるものにかかる費用を負担いただきます。 

・おむつ代：実費 

 

（３）利用料金のお支払い方法 

　方法：口座振替、振り込み、現金集金 

利用料金はご利用月の翌月15日前後に利用請求書を送付させていただきます。 

お約定に伴いご指定の口座からの引き落しをさせて頂きますので、前日までのご入金を

お願い致します。 

 

（４）利用の中止、変更、追加 

○　利用予定日の前に、ご契約者の都合により、通所介護サービスの利用を中止又は

変更、もしくは新たなサービスの利用を追加することができます。この場合には

サービスの実施日の前日までに事業者に申し出てください。 

○　利用予定日の前日までに申し出がなく、当日になって利用の中止の申し出をされ

た場合、取消料として下記の料金をお支払いいただく場合があります。 

但しご契約者の体調不良等正当な事由がある場合は、この限りではありません。 

利用予定日の前日までに申し出があった場合 無料 

利用予定日の前日までに申し出がなかった場合 当日の利用料金の10％ 

（自己負担相当額） 

○​ サービス利用の変更・追加の申し出に対して、事業所の稼働状況により契約者の

希望する期間にサービスの提供ができない場合、他の利用可能日時を契約者に提

示して協議します。 

 

６．虐待の防止について 

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な

措置を講じます。 

（1）​虐待防止に関する責任者を選定しています。 
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虐待防止に関する責任者 折田　秀子 

（2）​苦情解決体制を整備しています。 

（3）​従業者に対する虐待防止を啓発･普及するための研修を実施しています。 

　　２　事業者は、サービス提供中に当該事業所従業者または擁護者（利用者の 

　　　　家族等高齢者を現に擁護する者）による虐待を受けたと思われる利用者を　　　

　発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報するものとする。 

 

７．身体拘束について 

事業者は、原則として利用者に対して身体拘束を行いません。ただし、自傷他害等の

おそれがある場合など、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶこと

が考えられるときは、利用者に対して説明し同意を得た上で、次に掲げることに留意

して、必要最小限の範囲内で行うことがあります。その場合は、身体拘束を行った日

時、理由及び態様等についての記録を行います。 

また事業者として、身体拘束をなくしていくための取り組みを積極的に行います。 

（1）​緊急性･･････直ちに身体拘束を行わなければ、利用者本人または他人の生命・身体

に危険が及ぶことが考えられる場合に限ります。 

（2）​非代替性････身体拘束以外に、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が

及ぶことを防止することができない場合に限ります。 

（3）​一時性･･････利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことがなく

なった場合は、直ちに身体拘束を解きます。 

 

８．秘密保持について 

1​ 事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働

省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガ

イドライン」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。 

2​ 事業者及び事業者の使用する者（以下「従業者」という。）は、サービス提供をする

上で知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。 

また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続し

ます。 

3​ 事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、

従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨

を、従業者との雇用契約の内容とします。 

 

 

 

９．心身の状況の把握 

指定通所介護の提供に当たっては、居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会

議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又

は福祉サービスの利用状況等の把握に努めるものとします。 
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１０．賠償責任 

　　事業所は、ご利用者様に対する通所介護の提供により事故が発生した場合は、市町

村、地域包括支援センター、介護者、居宅介護支援事業者等に連絡を行い必要な措

置を講じます。又、事故の状況及び事故に際して採った処置を記録し、賠償すべき

事故が発生した場合は、速やかに損害賠償を行います。（損害賠償責任保険加入

済） 

 

１１．緊急時の対応について 

　サービス提供中に緊急の事態が発生した場合、ご利用者様の主治医に連絡すると共に予

め指定されたご家族へ連絡致します。 

病院・医院名  

 

主治医  

 

所在地  

 

電話番号  

 

 

ご家族氏名　  

 

続柄 

 

 

住所　 　　　 

 

電話番号  

 

１２．居宅介護支援事業者等との連携 

1​ 指定通所介護の提供に当り、居宅介護支援事業者及び保健医療サービスまたは福祉

サービスの提供者と密接な連携に努めます。 

2​ サービス提供の開始に際し、この重要事項説明に基づき作成する「通所介護計画」

の写しを、利用者の同意を得た上で居宅介護支援事業者に速やかに送付します。 

3​ サービスの内容が変更された場合またはサービス提供契約が終了した場合は、その

内容を記した書面またはその写しを速やかに居宅介護支援事業者に送付します。 

7 
 



 

１３．サービス提供の記録 

1​ 指定通所介護の実施ごとに、サービス提供の記録を行うこととし、その記録は、提

供の日から５年間保存します。 

2​ 利用者は、事業者に対して保存されるサービス提供記録の閲覧及び複写物の交付を

請求することができます。 

 

１４．非常災害対策 

1​ 事業所に災害対策に関する担当者を置き、非常災害対策に関する取り組みを行いま

す。 

2​ 非常災害に関する、火災、風水害、地震、津波、火山災害等個別に非常災害計画を

作成し、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に

従業員に周知します。 

3​ 定期的に避難、救出その他必要な訓練を行います。 

避難訓練実施時期：（毎年２回　3月・　9月） 

 

１５．衛生管理等 

1​ 指定通所介護の用に供する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、

衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じます。 

2​ 指定通所介護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置

を講じます。 

3​ 食中毒及び感染症の発生を防止するための措置等について、必要に応じて保健所の

助言、指導を求めるとともに、常に密接な連携に努めます。 

 

１６．苦情の受付について 

（１）当事業所における苦情の受付 

当事業所における苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。 

​ ○苦情受付窓口（担当者）　折田　秀子 

　　　　　　　　　　　電話　099-250-3593 

　　　　　　　　　　［職名］　　管理者  

　　　　○受付時間　　　毎週月曜日～土曜日 

　　　　　　　　　　　　9：00～17：00 

　　　　◆苦情解決責任者　管理者　折田　秀子 

また、ご意見箱を玄関に設置しています。 

（２）行政機関その他苦情受付機関 

市町村窓口　　　　鹿児島市役所　介護保険課 

　　　　　　　　　　　　鹿児島市山下町11-1 

　　　　　　　　　　　　℡099-216-1277 

　　　　　　　　　　　　受付時間　午前9時～午後5時15分まで 
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公的団体の窓口　　国民健康保険団体連合会 

　　　　　　　　　　　　鹿児島市鴨池新町7-4 

　　　　　　　　　　　　℡　099-213-5122 

　　　　　　　　　　　　受付時間　午前9時～午後5時15分まで 

　　　　　　　　　福祉サービス運営適正化委員会 

　　　　　　　　　　　　鹿児島市鴨池新町１-７　県社会福祉センター内 

　　　　　　　　　　　　℡　099-286-2200 

　　　　　　　　　　　　受付時間　午前9時～午後4時まで 

 

１７.提供するサービスの第三者評価の実施状況について　　　　　　　 

 

 

第三者による評価の実施状況　 

 

 

１　あり 

実施日　  

評価機関名称  

結果の開示  

２　なし 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１８．　重要説明事項の説明の確認及び同意 

指定通所介護サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行い同

意・交付致しました。 

この重要事項説明書の説明年月日 　　　年　　　月　　　日 

 

事業者 
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所在地 

事業者名 

代表者氏名 

鹿児島市若葉町1-3 

ひなた　スマイルコレクト株式会社 

日向　力　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞ 

事業所 

　所在地 

事業所名 

 

説明者氏名 

鹿児島市上荒田町２３番８号 

デイサービス　サンガーデン鹿児島　　　　　　㊞ 

 

 

私は、本書面に基づいて事業所から重要事項の説明を受け、同意・交付を受けました。 

 

同意日　　　　　　年　　　月　　　日 

 

契約者 

住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

 

氏名             　　　　　　                      ㊞ 

（利用者代理人） 

住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

 

氏名                                   　　　　　　㊞ 

 

続柄：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
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